氷見市×羽咋市若者・女性のキャリアアップ支援業務委託　公募型プロポーザル実施要領

本事業は、氷見市及び羽咋市（以下、「両市」という。）が広域的に連携し、行政の枠を超えた一体的な経済圏において労働力の確保と定着を図ることを目的とする。
こうした広域的な枠組みにより、両市の企業・人材を一体的に捉えるスケールメリットを最大限に活用し、育児等で時間に制約のある若者・女性（以下「若者・女性等」という。）への在宅ワークや短時間就労等の機会創出を図ることで、地域における多様な働き方を推進する。
その実現に向け、両市の企業に対する業務の切り出しや外注化の支援と、就労を希望する若者・女性等に対するスキル習得支援を並行して実施することで、両者の最適なマッチングを図るものとし、本業務の遂行に最も適した事業者を公募型プロポーザルにより選定する。
本プロポーザルの実施にあたり、事業者の選定手続等必要な事項をこの実施要領で定める。

１　募集事項
（１）業務名　　氷見市×羽咋市若者・女性のキャリアアップ支援業務委託
（２）業務内容　別紙「氷見市×羽咋市若者・女性のキャリアアップ支援業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおり
（３）業務期間　契約締結日から令和９年３月１９日まで
（４）氷見市見積限度額　９，７５５千円以内とする（消費税及び地方消費税相当額を含む）。
羽咋市見積限度額　３，０００千円以内とする（消費税及び地方消費税相当額を含む）。
※仕様書記載の業務を実施するために必要な一切の経費を含む。
※この金額は、契約時の予定価格を示すものではない。
※見積限度額を超えた者は、失格とする。

２　プロポーザル参加資格
プロポーザルに参加できる者は、本業務を遂行する能力を有し、次に掲げる事項をすべて満たす事業者とする。
（１）氷見市契約規則第３条に規定する入札参加資格者名簿及び令和８年度羽咋市競争入札参加資格者名簿に登録された者であること。
　※未登録の場合は、参加申請とともに入札参加資格申請を行うこと。
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規定のいずれにも該当しないこと。
（３）国又は地方公共団体その他の公共機関から業務等に関し指名停止の措置を受けている者でないこと。
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てをしていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てをしていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画又は民事再生法の規定による再生計画について、裁判所の認可決定を受けた者を除く。
（５）政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）に該当していないこと。
（６）宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に該当しないこと。
（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に定める暴力団、又は同条第６号に定める暴力団員に該当していないこと。
（８）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７７号）の適用を受ける団体若しくはこの団体に属している者及びこれらの者と取引のある者でないこと。
（９）国税及び地方税を滞納していないこと。
（１０）随時、迅速かつ具体的な連絡・協議等が可能な者であること。
（１１）法人格を有する者に限ることとする。
（１２）複数の法人により構成されるグループ（以下「グループ」という。）での申請も可能とする。なお、グループで応募する場合は、以下の点に注意すること。
①代表となる法人を定めること。
②他の法人は、当該グループの構成員として扱う。
③単独で応募した法人は、他のグループの構成員になることができない。
④複数のグループにおいて、同時に構成員になることはできない。
⑤グループの構成団体の変更は認めない。ただし、市が特に理由があると認める場合はこの限りではない。
⑥当該グループの代表者及び構成員は、上記２（１）～（１１）の資格要件を満たすこと。

３　評価方法（選定手順）
プロポーザル参加資格を両市で審査の上、提出された企画提案書の内容及びプレゼンテーションの実施結果を受けて、両市が共同で実施する氷見市×羽咋市若者・女性のキャリアアップ支援業務委託プロポーザル評価委員会（以下「評価委員会」という。）が別に定める「氷見市×羽咋市若者・女性のキャリアアップ支援業務委託プロポーザル評価要領」に基づき評価を実施し、優先交渉権者として選定する。

４　スケジュール
（１）実施要領等の公表　　　    令和８年４月２２日（水）
（２）質疑締め切り 　　　　　   令和８年４月３０日（木）午後５時まで
（３）参加申込書等の提出期限　　令和８年５月１日（金）午後５時まで
（４）企画提案書等の提出期限 　 令和８年５月１１日（月）午後５時まで
（５）プレゼンテーション実施日　令和８年５月１５日（金）午前中（予定）
（６）評価結果通知              令和８年５月中・下旬
（７）契約締結                  令和８年５月下旬

５　応募手続
（１）企画提案書作成等に関する質問の受付
　　① 受付期限　令和８年４月３０日（木）午後５時まで（必着）
② 提出方法
　 　質問は、質問書（様式第６号）を用いて、電子メールにより提出し、必ず着信を電話にて確認すること。
　　 提出先電子メールアドレス：shokokanko@city.himi.lg.jp
③ 質問に対する回答
質問内容とその回答は、質問を受理した日から起算して３日以内（土、日及び祝日を除く。）に、市ホームページに掲示し、個別には回答しない。
（２）企画提案への参加申込
　　① 提出書類　１部
　　　 企画提案参加申込書兼誓約書（様式第１号）
　② 提出期限　令和８年５月１日（金）午後５時まで（必着）
　③ 提出方法　持参又は郵送とする。
※持参による受付は、土、日及び祝日を除く日の午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時までの間とする。
※郵送の場合は、記録が残る簡易書留郵便等で行い、提出期限までに提出先に届いていること（なお、郵送の場合は必ずその旨を氷見市商工観光課まで連絡すること。）
　④ 提 出 先　氷見市産業振興部商工観光課
　　　　　　　 〒９３５－８６８６　富山県氷見市鞍川１０６０番地
（３）企画提案書等の提出
　　① 提出書類　３部（正本１部、副本２部）及び電子データ
　　　ア 企画提案書等送付書（様式第２号）
イ 企画提案書（任意様式）、業務工程表（任意様式）
・企画提案書は、次の（４）に基づいて作成すること。
・様式は任意とするが、日本工業規格Ａ４判縦型に横書き（長編綴じ）、文字サイズは　　１１ポイントを基本とし、片面印刷とすること。
・表紙には「氷見市×羽咋市若者・女性のキャリアアップ支援業務委託企画提案書」及び企画提案者の名称を表示し、各ページに番号を付すこと。
ウ 提案者概要書（様式第３号）
エ 業務実施体制及び業務担当予定者調書（任意様式）
・業務実施体制及び業務担当予定者調書は、次の（５）に基づいて作成すること。
・様式は任意とするが、日本工業規格Ａ４判縦型に横書き（長編綴じ）、文字サイズは　　１１ポイントを基本とし、片面印刷とすること。
・１ページ目に標題「業務実施体制及び業務担当予定者調書」を表示し、各ページに番号を付すこと。
オ 業務実績書（様式第４号）
カ 業務見積書（様式第５号）
・見積限度額を超える見積金額は失格とする。
② 提出期限　令和８年５月１１日（月）午後５時まで（必着）
　③ 提出方法　持参又は郵送とする。また、紙媒体での提出に加え、電子メール等にて
ＰＤＦ形式にしたデータを提出すること。
※持参による受付は、土、日及び祝日を除く日の午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時までの間とする。
※郵送の場合は、記録が残る簡易書留郵便等で行い、提出期限までに提出先に届いていること（なお、郵送の場合は必ずその旨を氷見市商工観光課まで連絡すること。）
　④ 提 出 先　氷見市産業振興部商工観光課
〒９３５－８６８６　富山県氷見市鞍川１０６０番地
Ｅメール：shokokanko@city.himi.lg.jp
※電子メール件名を以下のとおりとすること。
「【（事業者名）】氷見市×羽咋市若者・女性のキャリアアップ支援業務委託
プロポーザル企画提案書等」
（４）企画提案書に記載する事項
仕様書に掲げる業務を遂行するための具体的な取組内容を次の項目ごとに記載すること。
① 業務実施体制
② 両市で規定する業務
ア　市内企業へのヒアリング調査の実施
イ　スキルアップ講座の実施
ウ　チャレンジジョブ（試し働き）の実施
③ 氷見市で規定する業務
氷見市の業務の切り出し実施
④ 効果的な提案による業務
（５）業務実施体制及び業務担当予定者調書に記載する事項
　　　次の項目について、具体的かつ正確に記載すること。
1 業務総括担当者及び業務担当予定者の分担業務、氏名、資格、経歴及び主な業務実績
2 業務の実施体制を図示するとともに、編成の考え方やアピールポイント

６　企画提案者に対する評価
（１）企画提案者によるプレゼンテーション及び評価の実施
評価は、令和８年５月１５日（金）午前中を予定　※実施日時は別途連絡する。
（２）実施方法
①プレゼンテーションの順番は、原則として企画提案書の到着順とする。
②プレゼンテーションによる企画提案書の説明は３０分以内（準備時間は除く。）とする。
③評価委員会委員による質疑は３０分程度とする。
（３）その他
プロジェクターの利用を可とする。ただし、企画提案書に記載されていない内容の投影はできない。
プロジェクターの利用を希望する場合には、プレゼンテーション実施日の３日前（土日祝日を除く）までに、電子メールにてその旨申し出ること。投影機器、ケーブル、電源は市が準備する。パソコン等、その他説明に必要な機器は企画提案者が準備すること。

７　優先交渉権者の選定
（１）優先交渉権者の選定方法
別に定める「氷見市×羽咋市若者・女性のキャリアアップ支援業務委託プロポーザル評価要領」に基づき、評価委員が企画提案書等を評価、採点し、評価点数が最も高い者を優先交渉権者として選定し、以下、順位をつける。
なお、評価過程は非公開とする。
（２）企画提案者が１者の場合の取扱い
総合評価点の７割以上を満たす場合は、当該企画提案者を優先交渉権者とする。
（３）優先交渉権者の選定及び結果の通知及び公表
① 評価結果は、各企画提案者に書面により通知し、優先交渉権者の選定について、氷見市ホームページにおいて公表する。
② 評価結果に対する異議を申し立てることはできないものとする。

８　契約の締結
企画提案（プロポーザル）の評価結果に基づき、優先交渉権者として選定された者と両市が協議し、本業務委託に係る仕様を確定した上で見積書を徴取し、随意契約の方法により契約を締結する。この場合において、辞退その他の理由で契約できない場合は、評価により順位付けた上位の企画提案者から順に、契約の交渉を行うものとする。

９　企画提案書等の無効
次の各号のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。この場合において、第７項（優先交渉権者の選定）により選定された者の企画提案書等が無効となった場合は、評価により順位付けた企画提案者の順位を繰り上げ、優先交渉権者とする。
（１）提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合
（２）提出書類に虚偽の記載があった場合
（３）評価の公平性を害する行為があった場合
（４）評価結果が確定するまでの間に評価委員会委員又は事業担当課等関係者に本プロポーザルに対する援助を直接又は間接的に求めた場合
（５）第１項第４号に定める見積限度額を超えた場合

１０　その他
（１）企画提案書等の作成、応募等に要する費用については、全て企画提案者の負担とする。
（２）提出された書類等は、返却しない。
（３）提出された書類等は、企画提案者に無断で本プロポーザル以外には使用しない。
（４）提出された書類等は、評価及び説明のため、その写しを作成し、使用することができる。
（５）提出された書類等は、当該書類の受理後においては、差し替え、追加、削除等は一切認めない。
（６）企画提案者は、企画提案書等の提出をもって、本実施要領の記載内容に同意したものとする。
（７）企画提案書等に虚偽の記載をした者に対して、氷見市入札参加有資格者指名停止要領に基づく指名停止を行う場合がある。
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